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はじめに 

○ 我が国においては、高齢化の進展に伴い、介護サービスの需要がさらに高

まっており、居宅介護支援の受給者数は増加傾向。さらに、慢性疾患や複数

の疾患を抱える患者など医療ニーズが高い高齢者、認知症の高齢者、独居高

齢者や複合的な課題を抱える世帯の増加等が見込まれている中で、高齢者が

抱える課題が複雑化、複合化。介護支援専門員（ケアマネジャー）には多様

な対応が求められるとともに、その役割の重要性は増大。 

 

○ 一方、生産年齢人口の急速な減少が見込まれることに加えて、足下におい

て、ケアマネジャーの従事者数は横ばい・減少傾向にあり、介護支援専門員

実務研修受講試験の合格者数も平成30年度以降、継続して１万５千人を下回

る状況。 

 

○ このような中で、ケアマネジメントの質を確保しながら、ＩＣＴ等を活用

した生産性向上を推進しつつ、必要なケアマネジャーのなり手を確保してい

くことが喫緊の課題。 

 

○ このため、現行のケアマネジャーの業務や地域の実情を踏まえつつ、ケア

マネジャーの業務の在り方について、改めてその役割を整理するとともに、

主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）についても、その位置付けを整

理。 

また、ケアマネジャーの負担軽減を図り、より質の高いケアマネジメント

を実現する観点から、人材確保・定着に向けた方策、研修の在り方、ケアマ

ネジメントの質の向上策について検討。 

 

１．ケアマネジャーの業務の在り方について 

（ケアマネジャーに係る法令上の規定） 

○ 法令上、「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応

じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な介護サービス等を利用でき

るよう市町村、介護サービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要

介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び
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技術を有するものとされている（介護保険法第７条第５項）。さらに、担当

する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、提供

される介護サービス等が特定の種類や特定の事業者等に不当に偏ることのな

いよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされている（介

護保険法第 69 条の 34 第１項）。 

 

○ また、「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が介護サービスの適切な利用

等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の

状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘

案し、利用する介護サービスの種類及び内容、これを担当する者等を定めた

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、当該居宅サービス計

画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、介護サービス事業

者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこととされている（介護保険法

第８条第 24 項）。 

 

○ なお、居宅介護支援は、要介護状態となった場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように配慮して行われるものでなければならず、利用者の

心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。とされ

ている（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１条の２

第１項及び第２項）。 

 

（地域におけるケアマネジメントの在り方） 

○ 居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーは、在宅における介護サービ

スの要。医療・介護等を含めた地域の関係者と関係を構築したうえで、利用

者に適切な支援を行うことが重要。 

 

○ このような役割を果たすためには、要介護者等に対し、単に介護サービス

を積み上げる形でケアプランを作成するのではなく、日頃から地域の社会資

源をよく把握し、かかりつけ医等医療を含む地域の関係者と幅広く顔の見え

る関係を構築した上で、その利用者にとって適切な支援が総合的かつ効果的

に提供されるよう配慮することが重要。 

 

○ また、アセスメントを適切に実施し、担当する利用者と信頼関係を築くと
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ともに、当該利用者の状態や求めを踏まえた適切なサービスが提供されるよ

う、ケアプランの作成や、サービス担当者会議等を通じて最も適切な支援を

組み立てる行為が必要。その後のモニタリングを通じた利用者の状態に応じ

たケアプランの見直し等を含め、利用者に寄り添い、自立支援と尊厳の保持

を図っていく一連のプロセスを担うことが、居宅介護支援事業所のケアマネ

ジャーに求められる役割。 

 

○ その一方で、高齢者の医療ニーズの高まりや、世帯の抱える課題の複雑

化・複合化により、利用者や家族からの幅広い相談・依頼に、ケアマネジャ

ーが対応せざるを得ない状況。居宅介護支援事業所のケアマネジャーの業務

が増加している中、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがその専門性を生

かし、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力し、必要な支援が

適切に行われるようにするための環境整備が必要。 

 

○ 居宅介護支援事業所は個々の利用者に対するケアマネジメントに重点、地

域包括支援センターは社会資源への働きかけを含めた地域全体の支援に重点。

この役割を中心に据えつつ、それぞれにおいて従事するケアマネジャーの業

務の在り方を考えていくことが重要。 

 

○ その中で、居宅介護支援事業所における介護予防支援や介護予防ケアマネ

ジメントの実施状況を踏まえ、地域の要支援者等に対するケアマネジメント

が、地域の実情に応じて適切に行うことができるよう支援することが重要。 

 

（居宅介護支援事業所における業務の在り方） 

○ 居宅介護支援事業所において現にケアマネジャーが実施している業務につ

いては、 

① 法定業務 

② 保険外サービスとして対応しうる業務 

③ 他機関につなぐべき業務 

④ 対応困難な業務 

等に分類される。（具体的な業務のイメージについては、別添参照。） 

 

○ ①の業務の中には、アセスメントやモニタリング等、利用者と直接関わる

ものと、給付管理をはじめとする事務的な業務が存在しており、ケアマネジ

ャーに求められる役割との関係から、事業所内でのそれぞれの業務の分担を

検討することが必要。利用者と直接関わるものについては、更なる質の向上
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を図るとともに、その位置づけを整理。 

 

○ また、質の維持向上を図りつつ省力化を進める上で、ケアプランデータ連

携システムや様々なテクノロジーの活用による業務負担の縮減が期待。これ

らのテクノロジーの活用の促進に加え、事務的な業務のケアマネジャーから

事務職員へのタスクシフトの促進が必要。こうした取組は、若手人材等への

ケアマネジャー職の魅力発信にもつながる可能性。 

 

○ ②や③の業務については、地域の多様な主体が役割を担うことが考えられ、

高齢者や障害者等の活躍の場としても期待。また、高齢者等終身サポート事

業者などの民間の事業者がサービスを提供しているケースもあるところ、高

齢者等終身サポート事業者ガイドラインの周知も含め、こうしたサービスを

安心して活用できるよう環境を整備することが重要。 

 

○ こうした業務の在り方について、利用者や家族、関係職種や市町村の共通

認識づくりに課題があるとの指摘。周囲の理解促進が必要であり、国や関係

団体を中心として、利用者・家族や関連職種等も含めた啓発を行っていくこ

とも重要。 

 

○ また、法定業務以外の業務については、基本的には市町村が主体となって

関係者を含めて協議し、必要に応じて社会資源の創出を図るなど、利用者へ

の支援が途切れることがないよう、地域の課題として対応すべき。その際、

地域の実情に応じた対応ができるよう、幅広く関係者の意見を聞き、検討す

ることが適当か。また、国としても、こうした地域の議論を推進する取組を

進めることが適当。 

 

【中間整理に向けて特に御意見をいただきたい事項】 

  ○ 法定業務以外の業務（特に②及び③）について、日常的な生活支援、

福祉サービスの利用や利用料支払いの手続き、預貯金の引き出しや振込

を含む財産管理、死後事務といった幅広い業務がある中で、その担い手

の確保・育成や関係者との役割分担の在り方についてどのように考えら

れるか。特に、市町村等の行政、社会福祉協議会、高齢者等終身サポー

ト事業者等民間事業者、居宅介護支援事業者やケアマネジャーの職能団

体、地域包括支援センター等介護分野の相談機関、互助組織等の役割に

ついて、御意見をいただきたい。 
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（主任ケアマネジャーの役割） 

○ 主任ケアマネジャーは、主任介護支援専門員研修実施要綱において、他の

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他のケアマ

ネジャーに対する助言、指導その他の介護支援サービスを適切かつ円滑に提

供するために必要な業務を行うこととされている。 

 

○ 具体的には、主任ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所においては事業

所内の介護支援専門員への指導者として、地域包括支援センターにおいては

保健師や社会福祉士との連携のもと、包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業の実施を通じた地域のケアマネジャーに対する支援や介護予防支援等を

行う者としてその役割を果たしてきた。 

 

○ 主任ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターとい

った場に依らず、引き続き、他のケアマネジャーを指導・助言する立場とし

て重要な役割を担いつつ、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターそれ

ぞれの役割に応じた専門性を発揮できるようにしていくことが重要。 

 

○ 具体的には、地域包括支援センターの主任ケアマネジャーは、保健師及び

社会福祉士とともに、居宅介護支援事業所との連携を深めながら、他の関係

機関や関係者と地域包括支援ネットワークの構築を行うこと、生活支援コー

ディネーター等と連携し、地域の現状を把握・分析し、将来像やニーズに合

わせた社会資源の掘り起こしを行うこと、地域ケア会議を通して、他の専門

職や関係者と連携しながら、地域における課題を解決するための方策を検討

すること等の役割が期待。 

 

○ また、個々の居宅介護支援事業所内においては、主任ケアマネジャーが事

務的な管理業務に時間を費やし、現場のケアマネジャーの指導が十分にでき

ていない状況があるとの指摘。主任ケアマネジャーは、独居高齢者、認知症

高齢者、成年被後見人といった対応が難しい事例への様々な支援や、当該事

例に対応するケアマネジャーの指導・育成といった役割に重きを置いていく

ことにより、地域におけるケアマネジャー全体の質の向上に貢献することが

求められる。 

 

○ このように、主任ケアマネジャーは、地域や居宅介護支援事業所内におけ

る比較的経験の浅いケアマネジャーへの指導・育成の役割があることを踏ま

え、国は、制度的位置付けを明確化することを検討するとともに、居宅介護
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支援事業所や地域包括支援センターのそれぞれでの役割に応じた評価の在り

方についても検討することが適当か。 

 

○ また、主任ケアマネジャーのケアプラン点検における位置付けを検討する

とともに、地域の実情による役割分担や柔軟な配置も含めて検討することが

適当か。 

 

【中間整理に向けて特に御意見をいただきたい事項】 

○ 主任ケアマネジャーの確保が困難になりつつある現状を踏まえ、地域の

実情に応じた役割分担や柔軟な配置（兼務や業務委託等を含む。）について、

御意見をいただきたい。 

 

２．人材確保・定着に向けた方策について 

（基本的な考え方） 

○ ケアマネジャーの従事者数（実数）は、平成 30年度の 189,754 人をピーク

に減少傾向となり、令和４年度は 183,278 人。また、介護支援専門員実務研

修受講試験の受験者数は、平成 29 年度までは 10 万人を超えていたが、平成

30 年度の受験要件の見直し後に減少し、現在は５万人を下回っている。合格

者数も平成 29 年度までは概ね２万人を超えていたが、現在は１万人程度。 

 

○ 高齢者が要介護状態等となった場合においても、住み慣れた地域で安心し

て暮らすことのできる環境を整備していくため、居宅介護支援事業所や地域

包括支援センターで従事するケアマネジャー（主任ケアマネジャーを含む）

の人材確保を図っていくことが重要。 

 

○ 現在のケアマネジャーの年齢構成等を踏まえると、今後、ケアマネジャー

の担い手は急激に減少していくことが見込まれ、幅広い世代に対する人材確

保・定着支援に向けて、様々な取組を総合的に実施することが必要。特に、

ケアマネジャーとして従事している者が、引き続きやりがいを持って、業務

に従事し続けられるようにすることが重要。 

 

（ケアマネジャーが就労を継続しやすい環境の整備） 

○ 本検討会においては、ケアマネジャーが利用者のＱＯＬの向上に寄与でき

たとき、利用者や家族の生活が改善し喜んでもらえたとき、また、利用者の

良き相談役となれたことを実感できたときにやりがいを感じるとの意見。ケ

アマネジャーとしてやりがいを持って働き続けるようにしていくためには、
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このような利用者との関わりを十分に持つことができるようにしていくこと

が重要。 

 

○ また、現役世代人口が減少する中、他産業に見劣りしない処遇を確保する

とともに、事務に係る負担軽減を実施していく観点からは、ケアマネジャー

の作成する書類の様式の見直しを図っていくことも重要。 

 

○ この他、事業所の管理者を含めたカスタマーハラスメント対策も重要であ

り、事業者に適切な対策を期待するとともに、国・地方自治体は事業者が対

策を講じるための必要な支援を実施することが重要。 

 

○ また、シニア層のケアマネジャーについても、延長雇用なども含め、本人

の希望や心身の状況も踏まえつつ、働き続けることができる環境を整備する

ことが重要。 

 

（ケアマネジャーの新規入職の促進） 

○ 現行、ケアマネジャーは、保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業

務又は一定の相談援助業務に従事した期間が通算して５年以上である者が、

介護支援専門員実務研修受講試験を受験し、合格後の介護支援専門員実務研

修を修了することにより、介護支援専門員証の交付を受けて資格を取得。 

 

○ 一定の資格がある様々な経験を有する者に対し、受験資格への参入を認め

ることは、多様な背景を持つケアマネジャーの獲得にもつながるもの。相談

支援や医療等の一定の資格を有することを前提に、その役割の適正性を考慮

した上で、受験対象である国家資格の範囲の見直し等により合格者数を増加

させる方策を検討することが適当か。 

  なお、試験の内容については、ケアマネジャーの役割の変遷に応じて適宜

見直すことが適当か。 

 

○ また、現行の５年の実務経験年数について、法定研修等による質の担保を

図りつつ、一定の要件を満たした場合に限り、当該年数を見直すことを検討

することが適当か。 

 

○ こうした取組とあわせて、特に若年層に重点を置きながら、処遇改善の取

組なども含め魅力発信等の取組を促進することが重要。 
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○ 学卒者の入職の在り方については、質の確保の観点も踏まえつつ、今後も

引き続き議論することが適当か。 

 

 

【中間整理に向けて特に御意見をいただきたい事項】 

○ 保健・医療・福祉の法定資格等を受験資格として求めている中で、高齢

者の医療ニーズの高まりや課題の複雑化・複合化等に対応するためにこれ

から求められる専門性を踏まえると、どのような対象（職種・資格等）の

受験を促していくべきか等について、御意見をいただきたい。例えば、介

護と医療の連携をさらに進める観点から、特に保健・医療分野の法定資格

等の参入を促していくべきか、それとも、利用者や世帯が抱える課題が複

雑化・複合化していることを踏まえ、できるだけ幅広い職種・資格等から

の受験を促していくべきか（分野を問わず、コミュニケーション能力等汎

用的なスキルを重視するのか）等について、御意見をいただきたい。 

 

 

（ケアマネジャーへの復職等の支援） 

○ ケアマネジャーの資格を持ちつつ、業務に従事していない者への就労促進

等について、総合的に取り組んでいくことが重要。 

 

○ これらの者への支援については、事業主がフルタイムだけではなく、短時

間かつ少ない担当件数での勤務が可能となるような働き方を設定することが

重要であり、そのような働き方について事業主が適切に理解できるよう、周

知等を行うことが重要。 

 

○ 特に、ケアマネジャーの業務に従事していないいわゆる「潜在ケアマネジ

ャー」の実態を把握しつつ、ケアマネジャーの魅力の発信を行うとともに、

円滑な復職が可能となるよう、復職時の要件である再研修の受講について、

オンラインでの受講を含めた研修の受けやすい環境を整備するなどの措置を

検討。地方自治体や職能団体においては、ケアマネジャーとしての従事希望

の有無について、定期的に呼びかけを行うことも期待。 

 

３．法定研修の在り方について 

（基本的な考え方） 

○ 実務研修受講試験の合格者が初めに受講する介護支援専門員実務研修（87

時間）や更新のために受講する介護支援専門員更新研修（88 時間、２回目以
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降は 32 時間）、介護支援専門員証の再交付を受けるための介護支援専門員再

研修（54 時間）、主任ケアマネジャーになるための主任介護支援専門員研修

（70時間）やその更新のために受講する主任介護支援専門員更新研修（46時

間）など、その種類は多岐に渡っており、それぞれに一定の受講時間数が規

定。 

 

○ 利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、ケアマネジャー

の資質の確保・向上が重要。このため、更新研修を含めた法定研修について

は、継続して実施することを前提としつつ、可能な限り経済的・時間的負担

の軽減を図るべく、その方策について検討することが適当か。 

 

（研修実施の一元化による質の確保と負担軽減の推進） 

○ 現行、ケアマネジャーの法定研修は、国の定めるカリキュラムや実施要綱

に基づき、都道府県又は都道府県知事が指定した研修実施機関が実施。これ

について、本検討会においては、各地域において研修講師の確保が困難な状

況や、地域によって研修内容に差が生じていることについての指摘あり。 

 

○ このため、研修の質の担保や、全体としての費用負担の軽減の観点から、

法定研修のうち全国統一的な実施が望ましい内容を国で一元的に作成するこ

と等を検討することが適当か。 

 

○ 他方、地域の他職種との交流や事例検討をはじめ、地域の実情に応じた研

修が必要であることから、一部の科目については、引き続き都道府県で実施

していくことも検討する必要。なお、演習の実施にあたっては、相談援助な

どの技術的な面をトレーニングできる要素を加えられるよう検討。 

 

○ また、都道府県は、研修の実施主体として、研修の実施状況や受講者の満

足度等の丁寧な把握に努め、研修の質の担保に向けた研修の見直し等を行う

ことにより、真にケアマネジャーの資質の確保・向上につながる研修の実施

を図ることが重要。そのためには、都道府県に置かれている研修向上委員会

等の取組が非常に重要であるが、中立性や透明性の確保について課題がある

との指摘があり、その在り方について検討が必要。 

 

（研修のオンライン受講の推進と分割受講の仕組みの構築） 

○ 研修の受講負担の軽減の観点から、国で作成する研修にあたっては、その

講義をオンラインで一斉配信できるようにするとともに、いつでも・何度で
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も受講することができるようオンデマンド化することが適当か。また、現在、

研修の実施主体が行う特定の日に限られていた研修日について、日時に関わ

らず受講できるようにするとともに、研修科目毎に分割して受講できる仕組

みにすることを検討することが適当か。 

 

○ また、更新研修等について、更新までの５年間に分割して受講可能なオン

デマンド化等の環境の整備について検討することが適当か。 

 

（多角的な観点からの研修受講の推進） 

○ 現行、更新研修の２回目以降の受講にあたっては、受講時間数の軽減等の

措置が講じられているところであるが、質の確保を前提とした更なる負担軽

減の方策について検討することが適当か。 

 

○ 法定研修の受講負担について軽減する観点からは、都道府県が地域医療介

護総合確保基金を活用することにより、受講者負担を軽減することが可能。

また、教育訓練給付制度の対象にもなっていること等について、引き続き周

知を実施することが適当。 

 

○ なお、事業主においては、従業者であるケアマネジャーが学びながら働く

ことができる環境を整えることが重要であり、任意のものを含めた研修の参

加について、事業主はできる限り協力していくことが期待されることから、

事業主の理解を促進するための取組を進めることが重要。 

 

４．ケアマネジメントの質の向上に向けた取組の促進 

（基本的な考え方） 

○ ケアマネジャーの質の向上を図る観点からは、法定研修や法定外研修、事

業所内におけるＯＪＴ等を通じてその能力の向上を図るほか、適切なケアマ

ネジメント手法の普及促進やケアプラン点検における指摘等を踏まえてケア

プランの見直しを行うなど、様々な取組を総合的に実施していくことが重要。 

 

○ 前述の業務の在り方の整理を進めた上で、ケアマネジメントの質を評価す

るための手法等については、引き続き検討することが適当か。 

 

（適切なケアマネジメント手法の普及促進） 

○ 「適切なケアマネジメント手法」は、利用者の生活の継続を支えるために、

ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基づいて想定される
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支援内容を体系化し、その必要性や具体化を検討するためのアセスメントや

モニタリングの項目を整理したもの。 

 

○ ケアマネジャーの質の向上に向けては、この適切なケアマネジメント手法

について、適切に理解していくことが重要であり、令和６年４月から施行さ

れた法定研修カリキュラムにも盛り込まれたところ。これまでも国や地方自

治体において周知が行われてきたところであるが、引き続き、適切なケアマ

ネジメント手法について、ケアマネジャーだけでなく、医療等の関係職種や

地方自治体等の関係者も含めて周知することが重要。 

 

（ケアプラン点検の適切な実施） 

○ ケアプラン点検は、ケアマネジャーが作成したケアプランの記載内容につ

いて、事業者からの資料提出や訪問調査により、市町村職員等の第三者が点

検や支援を行うことにより、個々の受給者が過不足なく真に必要とするサー

ビスの確保や、サービス提供の改善に向けて実施しているもの。 

 

○ ケアプラン点検については、基準違反や報酬の返還を目的とする指導監査

的な視点ではなく、ケアマネジメントの専門性や質の「見える化」に資する

取組として、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ利用者の「尊厳の保持」、

「自立支援」に資する適切なケアマネジメントを提供できているかどうか、

ケアマネジャーに自主的な気付きを促していくような仕組みとすることが重

要。 

 

（ＩＣＴの効果的な利活用の推進） 

○ ＩＣＴの活用による業務効率化を実現し、専門業務に時間を充当できるよ

うにすることが質の向上につながるもの。 

 

○ ケアマネジャーの業務効率化の観点等から、ケアプランデータ連携システ

ムのさらなる普及促進を図ることが重要。ケアプランデータ連携システムは

地域全体で進めていくことがより効果的であるところ、連携する介護サービ

ス事業所側の導入が少ないとの指摘。このため、国とともに都道府県や市町

村は、その普及・周知に取り組んでいくことが重要。また、国においてＡＩ

によるケアプラン作成支援に向けた調査研究を進めることが重要。 

 



（別添）
居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーの業務について

対応例主な事例業務の類型

－
・利用者からの相談対応
・関係機関との連絡調整
・ケアプラン作成

①法定業務

・保険外サービスとしてケアマネジャーが対応、また
は他の地域資源につないで対応

・郵便・宅配便等の発送、受取
・書類作成・発送
・代筆・代読
・救急搬送時の同乗

②保険外サービスとして対応しうる業務

自費サービス、ＮＰＯ団体、ボランティア団体等
・部屋の片付け・ゴミ出し、買い物などの家
事支援

③他機関につなぐべき業務

市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会と
連携（→日常生活自立支援事業や成年後見制度の
利用へとつなぐ） 等

・福祉サービスの利用や利用料支払いの手
続き
・預貯金の引き出しや振込
・財産管理

・病院や施設等と打合せ、体制を整える（社会福祉協
議会や知人の協力を仰ぐ）
・自費サービスやサポート事業者

・入院中・入所中の着替えや必需品の調達

・家族、友人・知人、近隣住民などに捜索への協力を
仰ぎ、その後の対応は警察等へつなぐ

・行政、地域包括支援センター、民生委員等と連携
（→見守りネットワークを構築）
・介護保険の徘徊感知器等や民間のＧＰＳ

・徘徊時の捜索

高齢者等終身サポート事業者 等・死後事務

－・医療同意④対応困難な業務


